
要
旨

本
稿
で
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
共
同
研
究
「
藤
原
道
長
の
総
合
的
研
究
ｌ
王
朝
文
化
の
展
開
を
見
据
え
て
ｌ
」
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
、

道
長
の
生
き
た
平
安
中
期
に
使
わ
れ
た
座
具
に
注
目
し
た
。
座
具
は
使
用
者
の
身
分
・
関
係
を
示
す
こ
と
か
ら
、
使
用
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
、
平
安
中
期
の
文
化
・
文
学
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
座
具
の
中
で
も
、
『
延
喜
式
』
で
使
用
者
が

規
定
さ
れ
て
い
る
「
椅
子
」
「
床
子
」
「
草
塾
」
と
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
兀
子
」
を
と
り
あ
げ
、
『
延
喜
式
」
の
規
定
、

平
安
中
期
の
古
記
録
（
特
に
道
長
の
日
記
『
御
堂
関
白
記
』
）
に
お
け
る
使
用
状
況
を
詳
し
く
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
具
に
つ
い

て
『
延
喜
式
』
と
古
記
録
で
は
相
違
す
る
点
が
あ
る
こ
と
や
、
「
床
子
」
の
種
類
に
よ
っ
て
も
格
付
け
が
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ

で
、
古
記
録
に
お
け
る
座
具
の
格
付
け
を
一
覧
に
ま
と
め
た
と
こ
ろ
、
高
い
順
か
ら
「
椅
子
」
「
大
床
子
」
、
「
独
床
子
」
「
兀
子
」
「
草
塾
」
（
以
上

の
三
つ
の
座
具
の
格
付
け
は
判
断
し
が
た
い
た
め
、
仮
の
順
）
、
「
長
床
子
」
「
床
子
」
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
『
御
堂
関

白
記
』
な
ど
平
安
中
期
の
古
記
録
に
座
具
と
そ
の
着
座
者
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
平
安
中
期
の
貴
族
が
こ
れ
ら
の
座
具
を
使
い
分
け
、

着
座
者
の
身
分
・
権
威
を
明
確
に
示
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
微
細
な
描
写
で
は
あ
る
が
、
座
具
に
つ
い
て
の
記
述
は
当
時
の
価

値
観
を
示
す
表
現
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
文
学
作
品
を
読
解
す
る
際
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

平
安
中
期
の
座
具
の
役
割

Ｉ
『
御
堂
関
白
記
』
を
中
心
に
Ｉ

松
野
彩
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並
通
用
、
…
…
（
ウ
）
露
座
者
、
親
王
及
中
納
言
已
上
椅
子
、
（
『
延
喜
式
』
「
掃
部
寮
」
）

こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
天
皇
、
皇
太
子
、
親
王
、
臣
下
で
は
中
納
言
以
上
の
着
座
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
傍
線
部
ア
ー
ウ
）
。
し
か
し
、

平
安
中
期
の
古
記
録
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
々
以
外
に
后
や
中
納
言
に
至
っ
て
い
な
い
臣
下
の
着
座
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

い
し

い
す

「
椅
子
」
は
現
代
の
椅
子
の
よ
う
な
形
状
の
座
具
で
、
『
延
喜
式
』
「
掃
部
寮
」
で
は
、
座
具
の
中
で
最
も
権
威
の
あ
る
も
の
と
し
て
一

番
初
め
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
共
同
研
究
「
藤
原
道
長
の
総
合
的
研
究
ｌ
王
朝
文
化
の
展
開
を
見
据
え
て
ｌ
」
の
成
果
の
一
つ
と

し
て
、
道
長
の
生
き
た
平
安
中
期
に
使
わ
れ
た
座
具
に
注
目
す
る
。
座
具
は
、
性
別
・
身
分
に
よ
っ
て
使
用
者
が
限
定
さ
れ
、
使
用
者
の

身
分
・
関
係
を
示
す
こ
と
か
ら
、
史
料
か
ら
座
具
の
使
用
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
平
安
中
期
の
文
化
の
み
な
ら
ず
、
座
具
が
描
か
れ

て
い
る
文
学
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
役
立
つ
と
考
え
る
。

（
１
）
い
し
し
ょ
う
じ
そ
う
と
ん

な
お
、
座
具
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
が
、
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
使
用
者
が
規
定
さ
れ
て
い
る
「
椅
子
三
床
子
三
草
塾
」

》
」
つ
、
し

（
冗
乙
）

と
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
兀
子
」
に
つ
い
て
、
『
延
喜
式
』
の
規
定
、
平
安
中
期
の
古
記
録
、
特
に
道
長
の
日

記
で
あ
る
『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
使
用
状
況
を
詳
し
く
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

凡
（
ァ
）
御
座
（
Ⅱ
天
皇
の
座
）
者
、
：
：
：
紫
哀
殿
設
二
黒
柿
木
椅
子
一
、
．
…
：
（
イ
）
皇
太
子
．
：
。
：
白
木
椅
子
、
〈
敷
二
錦
褥
一
、
〉
殿
上
井
行
幸

い
し

一
一
椅
子

■■■■■■■

序
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で
は
、
后
の
着
座
例
と
、
皇
太
后
が
着
座
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
い
る
例
、
ま
た
、
中
納
言
に
至
っ
て
い
な
い
臣
下
の

着
座
例
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

（
１
）
后
・
皇
太
后

ま
ず
、
后
の
着
座
例
と
し
て
は
、

ほ
ん
ぐ
う

邸
で
本
宮
の
儀
を
行
う
が
、
そ
空

（
四
条
殿
の
）
入
し
自
二
中
門
一
、
熱

徹
二
書
御
座
一
立
し
之
、

（
同
．
寛
仁
二
年
（
一
○
一
八
）
一
○
月
一
六
日
条
）

つ
ち
み
か
ど
だ
い

こ
れ
ら
は
、
道
長
の
娘
の
研
子
と
威
子
の
立
后
の
時
の
記
述
だ
が
、
里
邸
で
あ
る
土
御
門
第
に
「
椅
子
」
が
立
て
ら
れ
、
新
し
く
后
に

な
っ
た
道
長
の
娘
た
ち
が
着
座
し
て
い
る
。

次
に
、
皇
太
后
の
着
座
例
と
し
て
は
、
以
下
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
（
左
記
の
引
用
文
の
傍
線
部
．
）
。

Ｏ

ク
・
ケ
） 給

椅
子
一
云
々
、

（
『
小
右
記
』
天
元
五
年
（
九
八
二
）
三
月
二
日
条
）

こ
の
よ
う
に
、
立
后
に
際
し
て
「
椅
子
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
（
左
記
の
引
用
文
の
傍
線
部
オ
・
キ

加
レ
毯
、
侯
レ
家
用
し
之
、
大
床
子
従
二
蔵
人
所
一
、
御
挿
畦
内
蔵
寮
供
し
之
、
余
従
レ
内
出
、
（
ヶ
）
令
し
立
二
御
椅
子
・
大
床
子
一
、
御
椅
子

次
諸
卿
参
入
、
以
二
亮
則
隆
一
令
レ
啓
二
慶
賀
由
一
、
（
ク
）
即
着
二
御
椅
子
一
、
〈
理
髪
、
着
二
草
鮭
一
、
〉

畦
一
、
（
キ
）
着
二
椅
子
御
座
一
、
御
装
束
白
、

（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年

敷
二
毯
代
一
、
（
オ
）
立
二
御
椅
子
一
、
（
力
）
又
従
二
蔵
人
所
一
被
し
渡
一
大
床
子
・
獅
子
形
・
御
草
鮭
等
一
、

奉
レ
拝
二
大
后
一
、
御
拝
所
有
二
敷
物
一
、
后
宮
所
し
設
、
（
．
）
此
間
母
后
理
二
御
髪
一
、
着
二
御
椅
子
一
・

さ
く
り
つ

て
は
、
立
后
の
儀
式
が
あ
げ
ら
れ
る
。
皇
妃
は
后
に
冊
立
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
宮
中
を
退
出
し
、

そ
の
際
に
、
里
邸
に
は
「
椅
子
」
が
設
置
さ
れ
、
后
と
し
て
着
座
す
る
（
左
記
の
引
用
文
の
傍
線
部
エ
）

○

於
二
西
対
巽
邊
一
拝
礼
、
：
：
：
（
エ
）
皇
后
（
Ⅱ
藤
原
遵
子
）
理
髪
、
白
御
（
衣
）
白
譽
着
予
給
白
装
束
一
、
着
二
‐

之
等
皆
立
了
、
理
二
御
髪
一
、
着
二
草

（
３
）

千
（
一
○
一
二
）
二
月
一
四
日
条
）

：
：
御
椅
子
掃
部
寮
供
し
之
、
依
不
レ 里
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（
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
○
一
六
）
一
月
二
九
日
条
）

あ
つ
ひ
ら

こ
れ
は
、
三
条
天
皇
が
譲
位
し
、
敦
成
親
王
が
天
皇
と
な
っ
た
日
の
記
述
だ
が
、
敦
成
が
新
天
皇
と
し
て
母
后
（
皇
太
后
で
あ
る
藤
原

彰
子
）
に
拝
礼
す
る
際
に
、
母
后
が
「
椅
子
」
に
着
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
『
御
堂
関
白
記
』
で
は
、
「
椅
子
」
を
立
て
た
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彰
子
は
着
座
し
な
か
っ
た
と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
い
る
（
左
記
の
引
用
文
の
傍
線
部
サ
）
。

次
服
二
帝
位
御
衣
一
、
奉
レ
拝
二
太
后
一
、
（
サ
）
太
后
御
座
御
帳
内
立
二
椅
子
一
、
然
不
レ
着
し
之
御
二
平
座
一
、

（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
一
月
二
九
日
条
）

こ
の
時
、
実
際
に
儀
式
の
様
子
を
目
に
し
て
記
載
し
た
可
能
性
が
高
い
の
は
、
彰
子
の
父
で
あ
る
道
長
の
書
い
た
『
御
堂
関
白
記
』
の

（
４
）

方
で
あ
る
た
め
、
彰
子
が
着
座
し
な
か
っ
た
の
が
事
実
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
新
帝
が
母
后
に

拝
礼
す
る
際
に
、
母
后
は
「
椅
子
」
に
着
座
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

（
２
）
臣
下
（
中
納
言
に
至
っ
て
い
な
い
も
の
）

前
述
し
た
よ
う
に
、
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
中
納
言
以
上
の
臣
下
は
「
椅
子
」
に
着
座
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外

の
臣
下
の
例
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
に
は
共
通
点
が
あ
り
、
す
べ
て
帝
の
使
者
と
し
て
着
座
し
て
い
る
。

但
不
レ
立
二
椅
子
一
、
無
二
拝
礼
一
、
是
貞
信
公
（
藤
原
忠
平
）
御
時
例
、
具
在
二
故
殿
（
藤
原
実
頼
）
御
記
一
、

（
『
小
右
記
』
永
詐
元
年
（
九
八
九
）
一
二
月
一
五
日
条
）

こ
れ
は
、
藤
原
公
任
が
前
日
に
上
表
し
て
い
た
父
頼
忠
の
封
国
返
上
の
件
に
つ
い
て
、
帝
か
ら
の
返
事
を
少
納
言
藤
原
時
方
が
公
任
の

家
に
伝
え
に
行
っ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
帝
か
ら
の
「
勅
答
」
を
携
え
て
き
た
使
者
の
た
め
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
「
椅
子
」
を
設
置
す
る

Ｏ

が
、
こ
の
時
は
設
置
し
な
か
っ
た
と
あ
る
（
傍
線
部
シ
ス
）

Ｉ

昨
日
、
頭
中
将
上
表
今
日
（
シ
）
有
二
勅
答
一
、
遣
二
少
納
言
（
藤
原
）
時
方
一
、
〈
前
例
遣
二
少
将
一
、
如
何
、
〉
（
ス
）
彼
家
設
レ
座
、
給
禄
如
レ
例
、
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『
延
喜
式
』
で
は
、
男
性
は
身
分
の
順
に
、
天
皇
が
「
床
子
」
（
傍
線
部
シ
）
、
親
王
と
大
臣
か
ら
中
納
言
ま
で
が
「
小
床
子
」
（
傍
線
部
テ
ト
）

参
議
か
ら
侍
従
ま
で
が
「
中
床
子
」
（
傍
線
部
ナ
）
、
ま
た
、
五
位
以
上
は
漆
塗
り
、
以
下
は
白
木
と
規
定
さ
れ
（
傍
線
部
ヌ
）
、
女
性
は
尚
侍
・
女

（
５
）

御
が
「
嚢
床
子
」
に
座
る
と
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
部
二
）
。

（
チ
）
立
二
上
椅
子
一
、
（
同
．
寛
仁
二
年
二
月
九
日
条
）

傍
線
部
セ
の
藤
原
資
平
は
左
近
中
将
・
蔵
人
兼
任
、
傍
線
部
タ
の
藤
原
公
成
も
右
近
中
将
で
参
議
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
帝
か
ら
の
「
勅

答
」
を
携
え
、
帝
の
名
代
と
し
て
「
椅
子
」
に
着
座
し
て
い
る
（
傍
線
部
ソ
チ
）

○

「
床
子
」
は
四
脚
・
四
一

用
者
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
例
は
『
御
堂
関
白
記
」
に
も
見
ら
れ
る
。

（
ナ
）
参
議
已
下
侍
従
已
上
中
床
子
、
．
：
：
．
（
二
）
尚
侍
、
女
御
…
嚢
床
子
、
：
：
：
（
ヌ
）
五
位
已
上
漆
床
子
、
自
餘
白
木
床
子
、

（
シ
）
凡
御
座
者
、
…
…
行
幸
赤
漆
床
子
、
…
…
（
テ
）
親
王
井
大
臣
…
…
赤
漆
小
床
子
、
…
…
（
ト
）
中
納
言
赤
漆
小
床
子
、
：
：

（
タ
）
入
し
夜
給
二
勅
答
一
、
使
右
近
中
将
公
成
、

（
セ
）
資
平
為
二
勅
答
使
一
来
、
於
二
別
納
一
上
し
之
、
南
面
三
間
儲
二
使
座
一
、
惟
憲
申
二
勅
使
来
由
一
、
（
ソ
）
即
着
二
椅
子
一
、

し
よ
壱
う
じ

三
床
子

は
四
脚
・
四
方
の
背
も
た
れ
が
無
い
机
の
よ
う
な
形
状
の
腰
掛
で
、
材
質
（
赤
漆
・
漆
・
白
木
の
順
）
と
種
類
に
よ
っ
て
使

（
「
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
一
○
月
二
日
条
）

其
儀
寝
殿
南
席
巻
二
四
間
簾
一
、
廻
二
四
尺
屏
風
一
、
敷
二
長
筵
一
、
敷
二
土
敷
二
枚
一
、

（
『
延
喜
式
」
「
掃
部
寮
」
）
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稿
末
の
表
を
参
照
）
。

一
方
、
「
長
床
子
‐

、
馬
入
二
外
記
鴎
一
：
：
：
（
ｃ
蹴
予
去
左
右
大
臣
・
平
中
納
言
・
左
衛
門
督
・
宰
相
中
将
濁
床
子
等
一

（
『
小
右
記
』
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
三
月
一
○
日
条
）

し
ゅ
ん
ぎ

一
例
目
は
旬
儀
に
か
か
わ
る
記
述
で
、
前
例
（
延
喜
三
年
の
旬
儀
）
で
は
大
臣
が
着
座
し
た
と
あ
る
（
傍
線
部
ノ
）
。
二
例
目
は
、
「
外
記

廉
（
Ⅱ
外
記
庁
）
」
に
馬
が
乱
入
し
、
左
右
大
臣
・
中
納
言
・
左
衛
門
督
・
宰
相
（
参
議
）
の
「
濁
床
子
（
Ⅱ
独
床
子
）
」
を
蹴
り
飛
ば
し

た
と
あ
る
（
傍
線
部
○
。
こ
の
左
衛
門
督
は
藤
原
誠
信
の
こ
と
で
、
当
時
は
参
議
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
参
議
以
上
が
着
座
す
る
た
め
の
「
独

床
子
」
が
外
記
庁
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
例
で
は
「
独
床
子
」
の
み
が
単
独
で
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
他
の
座
具

と
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
が
、
以
下
に
見
る
「
長
床
子
」
「
床
子
」
の
使
用
状
況
と
比
較
す
る
と
、
「
独
床
子
」
の
方
が
格
が
上
で
あ
る
（
本

一
方
、
平
安
中
期
の
古
記
録
で
は
、
「
中
床
子
」
「
嚢
床
子
」
の
例
は
見
ら
れ
ず
、
「
大
床
子
」
「
独
床
子
」
「
長
床
子
」
が
加
わ
っ
て
い

る
。
な
お
、
「
小
床
子
」
は
『
小
右
記
』
に
一
例
あ
る
が
、
前
に
欠
字
が
あ
り
、
着
座
者
の
判
別
が
つ
か
な
い
。

ま
ず
、
「
大
床
子
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
平
安
中
期
の
古
記
録
で
は
、
天
皇
と
后
の
た
め
に
の
み
設
置
さ
れ
て
い
る
。
『
御
堂
関
白

記
』
で
も
、
前
掲
の
研
子
・
威
子
の
立
后
（
傍
線
部
力
・
ヶ
）
の
際
に
、
「
椅
子
」
と
同
時
に
「
大
床
子
」
も
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
敦
成
親

王
が
天
皇
と
な
っ
た
日
に
は
、
新
天
皇
と
し
て
の
居
所
に
「
椅
子
」
と
「
大
床
子
」
が
運
び
込
ま
れ
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

（
ネ
）
次
立
二
大
床
子
御
座
・
日
記
御
厨
子
等
一
、
又
殿
上
立
二
御
椅
子
一
、
（
『
御
堂
関
白
記
」
長
和
五
年
一
月
二
九
日
条
）

次
に
、
「
独
床
子
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
以
下
の
例
が
あ
る
。

日
上
着
二
陣
座
一
、
看
一
見
参
文
一
、
（
ノ
）
而
延
木
三
ｌ
記
云
、
大
臣
就
二
濁
床
子
一
、

「
長
床
子
」
は
四
位
・
五
位
（
次
節
の
傍
線
部
「
ン
」
参
照
）
、
「
床
子
」
に
は
参
議
の
使
用
例
も
見
ら
れ
る
が
（
次
節
の
傍
線
部
Ｃ
参
照
）
、
両
者

（
『
九
暦
』
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
一
○
月
一
日
条
）
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其
南
又
（
へ
）
外
記
・
史
床
子
、
又
其
南
有
（
ホ
）
官
掌
□
口
著
之
時
、
（
『
権
記
」
長
保
二
年
（
一
○
○
○
）
一
月
一
三
日
条
）

こ
う
ず
け
ち
よ
く
し
こ
ま
ひ
き

こ
の
例
は
、
上
野
勅
使
駒
牽
に
つ
い
て
の
記
述
で
、
権
左
中
弁
・
右
近
中
将
が
「
兀
子
」
（
傍
線
部
上
・
フ
）
、
左
少
将
が
「
長
床
子
」
に
着

（
６
）

席
し
た
後
、
外
記
・
史
が
「
床
子
」
に
着
座
し
た
と
あ
る
（
傍
線
部
フ
ー
ホ
）
。
「
兀
子
」
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
の
例
か

ら
座
具
の
序
列
を
判
断
す
る
と
、
「
兀
子
」
「
長
床
子
」
「
床
子
」
の
序
列
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
『
御
堂
関
白
記
』
で
は
、
「
床
子
」
は

、
仁
王
會
、
…
…
東
西
軒
廊
（
ミ
）
令
し
立
二
床
子
一
、
僧
集
會
為
し
座
、
（
同
．
二
月
二
五
日
条
）

一
例
目
は
御
斎
会
結
願
の
日
で
、
僧
た
ち
が
公
卿
の
参
着
を
待
っ
て
長
い
間
立
っ
て
い
た
の
で
、
「
床
子
」
を
用
意
し
た
と
あ
る
（
傍
線

に
ん
の
う
え

部
マ
）
。
二
例
目
は
仁
王
会
に
関
す
る
記
述
で
、
僧
が
集
会
す
る
際
の
座
と
し
て
「
床
子
」
を
立
て
さ
せ
て
い
る
（
傍
線
部
ミ
）
。

ら
座
具
の
序
列
を
判
断
す
る
と
、
弄

僧
侶
の
着
座
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

、
御
斎
会
結
願
如
レ
常
、
：
：
：
（
マ
）

が
同
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
「
長
床
子
」
は
「
床
子
」
よ
り
も
格
が
上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
兀
子
」
は
四
脚
・
四
角
で
背
も
た
れ
の
な
い
腰
掛
で
、
儀
式
の
時
に
使
用
す
る
。
『
延
喜
式
』
で
は
、
御
斎
会
の
際
に
僧
の
た
め
に

設
置
さ
れ
た
例
が
示
さ
れ
て
い
る
（
左
記
の
引
用
文
の
傍
線
部
ム
）

○

御
斎
会
終
日
、
（
ム
）
設
二
論
義
僧
座
於
内
裏
御
前
↓
、
僧
綱
座
立
二
兀
子
一
、
問
答
者
座
亦
各
立
二
兀
子
一

（
上
）
立
二
兀
子
三
脚
一
、
南
去
三
許
丈
（
フ
）
立
一
一
長
床
子
一
、
権
左
中
辨
〈
説
孝
〉
・
右
近
中
將
頼
定
・
左
少
將
重
家
等
就
、
北
面
東
上
、

》
」
つ
‐
し

四
兀
子

待
二
僧
等
列
一
間
、
良
久
立
、
依
レ
之
仰
二
行
事
一
、
召
二
諸
司
一
、
床
子
立
一
軒
廊
内
方
一
為
し
座
、

（
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
（
一
○
○
五
）
一
月
一
四
日
条
）

（
『
延
喜
式
」
「
掃
部
寮
」
）
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．
（
ャ
）
〈
：
…
・
儲
君
参
上
、
着
座
後
、
参
し
登
着
二
兀
子
一
、
〉

（
『
権
記
』
寛
弘
八
年
六
月
一
三
日
条
）

傍
線
部
モ
で
は
、
旬
儀
に
親
王
が
三
人
以
上
参
加
す
る
時
に
「
兀
子
」
を
立
て
さ
せ
る
と
あ
る
。
傍
線
部
ヤ
は
一
条
天
皇
が
譲
位
す
る

日
に
つ
い
て
の
記
述
だ
が
、
「
儲
君
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
居
貞
親
王
は
ま
だ
春
宮
で
あ
る
。
な
お
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
、

春
宮
・
親
王
ど
ち
ら
の
使
用
例
も
見
ら
れ
な
い
。

平
安
中
期
の
古
記
録
に
お
い
て
も
、
僧
の
「
兀
子
」
の
使
用
は
御
斎
会
に
限
ら
れ
、
『
御
堂
関
白
記
』
で
も
、
御
斎
会
内
論
義
の
日
、

僧
の
座
と
し
て
「
兀
子
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

臣
下
の
着
座
例
と
し
て
は
、
大
臣
が
着
座
す
る
例
が
最
も
多
く
、
そ
の
他
は
公
卿
（
参
議
ま
で
）
の
着
座
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま

（
８
）

た
、
平
安
後
期
の
『
参
議
要
抄
」
「
初
任
事
案
」
に
は
「
仰
二
装
束
司
史
一
、
令
レ
造
二
兀
子
一
」
と
あ
り
、
参
議
に
任
命
さ
れ
る
と
「
兀
子
」

れ
る
。

口
蔵
人
隆
光
一
、
彼
兀
子
上
二
論
義
間
一
、

（
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
一
月
一
四
日
条
）

こ
の
例
で
は
、
講
師
を
務
め
た
功
績
か
ら
僧
綱
の
真
興
が
権
少
僧
都
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、
蔵
人
を
呼
ん
で
、
座
っ
て
い
た
「
兀
子
」

の
位
置
を
上
座
で
あ
る
「
論
義
間
」
に
移
動
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
部
メ
）
。

な
お
、
平
安
中
期
の
古
記
録
を
見
る
と
、
使
用
者
は
男
性
に
限
ら
れ
る
と
は
い
え
、
僧
以
外
に
も
、
春
宮
・
親
王
、
臣
下
の
例
が
見
ら

（
２
）
臣
下

（
１
）
春
宮
・
親
王

春
宮
・
親
王
の
例
と
し
て
は
、
以
下
の
例
が
あ
る
。

（
モ
）
旬
日
、
親
王
三
人
以
上
参
入
之
時
、
出
居
之
次
将
召
二
掃
部
一
、
令
レ
立
二
兀
子
一
例
也
、
（
『
九
暦
』
天
慶
八
年
一
○
月
一
日
条
）

ヘ

メ
…

斑
二
僧
纈
｛
坐
一
、
召
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．
（
ル
）
左
大
臣
昇
殿
着
二
兀
子
一
、
（
同
・
寛
仁
元
年
一
二
月
四
日
条
）

以
上
の
三
例
は
す
べ
て
大
臣
の
例
で
あ
る
。
傍
線
部
ラ
・
リ
は
三
条
天
皇
即
位
後
の
大
嘗
会
に
つ
い
て
の
記
述
で
、
左
大
臣
で
あ
っ
た

ほ
う
し
ゆ
ん
も
ん

き
た
ふ
た
ま

道
長
が
、
逢
春
門
（
大
内
裏
の
豊
楽
院
内
に
あ
っ
た
門
）
の
北
二
間
に
置
か
れ
た
「
兀
子
」
に
着
座
し
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部
ル
は
、

一
条
院
内
裏
に
お
い
て
道
長
が
太
政
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
時
の
儀
式
の
様
子
を
記
し
た
部
分
で
、
左
大
臣
藤
原
顕
光
が
「
兀
子
」
に
着
席

三
）
左
衛
門
督
・
左
大
弁
．
（
ョ
）
外
記
兀
子
紛
失
云
々
、
奇
怪
事
也
（
『
小
右
記
』
長
徳
三
年
一
二
月
一
六
日
条
）

傍
線
部
ュ
の
左
衛
門
督
（
藤
原
誠
信
）
と
左
大
弁
（
源
扶
儀
）
は
参
議
で
あ
る
が
、
傍
線
部
ョ
に
は
外
記
と
あ
り
、
参
議
に
至
っ
て
い

な
い
外
記
も
「
兀
子
」
に
着
座
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
『
御
堂
関
白
記
」
で
は
、
大
臣
・
公
卿
の
着
座
例
の
み
見
ら
れ
る
。

を
造
ら
せ
た
と
あ
る
の
で
、
「
兀
子
」
は
参
議
以
上
の
公
卿
が
主
に
使
用
す
る
座
具
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
参
議
に
至
っ

て
い
な
い
人
の
着
座
例
と
し
て
、
前
掲
の
権
中
弁
・
中
将
の
例
（
傍
線
部
上
・
フ
）
に
加
え
て
、
『
小
右
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

（
ロ
）
其
南
立
二
五
丈
絹
屋
井
兀
子
一
、
為
二
公
卿
座
一
、
（
同
・
寛
仁
二
年
一
○
月
二
二
日
条
）

傍
線
部
レ
・
ロ
で
は
、
士
御
門
第
に
天
皇
が
行
幸
し
た
際
に
、
庭
に
設
け
ら
れ
た
「
帳
」
「
絹
屋
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
仮
設
の
建
物
の

（
し
）
上
達
部
着
二
幅
座
一
、
立
二
兀
子
一
、

（
リ
）
着
二
兀
子
一
、
…
…
兀
子
立
二
逢
春
門
北
二
間
一
、
…
着
一
兀
子
一
、
（
同
・
長
和
元
年
三
月
二
五
日
条
）

（
ラ
）
奉
〒
仕
内
弁
一
、
．
…
：
後
着
二
子
廊
兀
子
一
行
事
、
．
…
：
次
着
二
兀
子
一
、
〈
逢
春
門
北
腋
二
間
、
倍
し
西
立
二
中
央
一
、
〉

公
卿
の
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
二
月
二
三
日
条
）

（
同
・
長
和
二
年
九
月
一
六
日
条
）
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内
に
「
兀
子
」
を
置
圭

な
お
、
「
兀
子
」
の

下
の
例
か
ら
わ
か
る
。

子
・
床
子
一
、
〈
（
Ｂ
）
大
臣
兀
子
以
レ
錦
爲
レ
褥
、
（
Ｃ
）
参
議
以
二
床
子
一
爲
レ
座
、
〉
（
『
権
記
」
長
徳
三
年
八
月
六
日
条
）

に
ぐ
う
だ
い
き
よ
う

一
例
目
は
二
宮
大
饗
の
際
の
設
営
だ
が
、
公
卿
（
中
納
言
以
上
）
が
「
椅
子
」
（
傍
線
部
ワ
）
、
参
議
は
「
兀
子
」
（
傍
線
部
ヲ
）
、
四
位
五
位
は

せ
き
て
ん
な
い
ろ
ん
ぎ

「
長
床
子
」
と
あ
る
（
傍
線
部
ン
）
。
二
例
目
は
、
釈
莫
内
論
義
に
際
し
て
の
紫
哀
殿
で
の
設
置
例
だ
が
、
天
皇
が
「
大
床
子
」
（
傍
線
部
Ａ
）
、
大

臣
が
「
兀
子
」
（
傍
線
部
Ｂ
）
、
参
議
が
「
床
子
」
と
あ
り
（
傍
線
部
Ｃ
）
、
使
用
者
か
ら
座
具
の
位
置
づ
け
が
わ
か
る
。

っ
た
。 「

草
塾
」
は
布
で
表
面
を
覆
っ
た
円
筒
形
の
腰
掛
で
、
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
天
皇
以
下
が
使
用
し
、
女
性
も
使
用
す
る
こ
と
が
あ

中
宮
饗
設
二
玄
輝
門
西
一
、
東
宥

〈
設
二
長
押
上
王
公
座
一
、
後
巨

設
二
楽
人
平
張
一
於
南
庭
云
々
、

但
御
簾
内
御
帳
東
間
逼
南
（
Ａ
）

（
Ｆ
）
親
王
井
大
臣
両
面
草
塾
。
．
．
：
：
大
納
言
両
面
草
塾
。
中
納
言
両
面
草
塾
。
：
：
：
（
Ｇ
）
妃
夫
人
錦
草
塾
。
：
：
：
尚
侍
。
女
御
錦
草

（
Ｄ
）
凡
御
座
者
。
清
涼
。
後
涼
等
殿
設
二
錦
草
塾
一
。
…
…
中
宮
草
塾
亦
同
し
御
。
．
…
・
・
凡
設
レ
座
者
。
（
Ｅ
）
皇
太
子
錦
草
塾
。
…
．
：

そ
う
と
ん

五
草
塾 を

置
き
、
公
卿
の
座
と
し
て
い
る
。

丁
」
の
位
置
づ
け
は
、
「
椅
子
」
「
大
床
子
」
よ
り
は
格
が
下
で
、
「
長
床
子
」
「
床
子
」
よ
り
は
格
が
上
で
あ
る
こ
と
が
以

東
宮
設
二
職
御
曹
司
一
、

後
屏
風
上
張
二
軟
障
一
、
〉

立
二
大
床
子
二
脚
一
、
以
爲
二
御
座
一
、
〈
殊
以
二
御
圓
座
一
置
二
床
上
一
、
〉
南
廟
東
一
・
二
・
三
間
立
二
兀

親
王
南
面
、
（
ワ
）
公
卿
北
面
、
設
二
椅
子
一
、
（
ヲ
）
唯
参
議
用
二
兀
子
一
、
南
北
面
、

（
ン
）
四
位
五
位
用
二
長
床
子
一
、
〈
四
位
南
長
押
下
、
五
位
西
長
押
下
、
二
重
、
〉

（
『
吏
部
王
記
』
延
長
三
年
（
九
二
五
）
一
月
二
日
条
）
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塾
。
：
．
…
（
Ｈ
）
四
位
命
婦
及
更
衣
蔵
人
両
面
草
塾
。
…
（
１
）
五
位
命
婦
及
蔵
人
青
白
橡
草
塾
。
（
『
延
喜
式
』
「
掃
部
寮
」
）

「
錦
草
塾
」
が
最
も
位
が
高
く
、
天
皇
、
皇
太
子
、
中
宮
、
妃
、
夫
人
、
尚
侍
、
女
御
ま
で
が
使
用
で
き
（
傍
線
部
Ｄ
Ｅ
Ｇ
）
、
次
に
「
両
面

草
塾
」
は
親
王
、
臣
下
で
は
中
納
言
以
上
（
傍
線
部
Ｆ
）
、
四
位
の
命
婦
・
更
衣
・
女
蔵
人
ま
で
が
使
用
で
き
（
傍
線
部
Ｈ
）
、
五
位
の
命
婦
及
び

女
蔵
人
は
「
青
白
橡
草
塾
」
を
使
用
す
る
（
傍
線
部
Ｉ
）
と
い
う
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
省
略
部
分
で
は
、
さ
ら
に
身
分
に
従
っ
て
、
生
地

の
材
質
や
色
な
ど
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

平
安
中
期
の
古
記
録
で
は
用
例
が
少
な
く
、
『
延
喜
式
』
の
よ
う
に
天
皇
・
中
宮
な
ど
の
着
座
例
は
見
ら
れ
な
い
。
男
性
で
は
親
王
、

大
臣
以
下
の
公
卿
、
女
性
で
は
か
な
り
身
分
の
低
い
女
性
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
。

．
（
Ｋ
）
西
三
問
立
二
大
床
子
二
脚
一
、
其
東
（
Ｌ
）
置
二
草
塾
一
枚
一
、
理
髪
座
（
同
．
寛
仁
二
年
一
月
三
日
条
）

一
条
院
内
裏
で
後
一
条
天
皇
の
元
服
が
行
わ
れ
た
時
に
、
「
大
床
子
」
を
立
て
た
と
（
傍
線
部
Ｋ
）
記
し
た
後
に
、
理
髪
役
の
摂
政
藤
原
頼

通
の
座
と
し
て
「
草
塾
」
を
置
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
傍
線
部
Ｌ
）
、
「
大
床
子
」
よ
り
も
格
の
低
い
座
具
と
し
て
「
草
塾
」
が

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
Ｊ
）
饒
妊
女
廿
人
〈
理
髪
着
二
威
儀
装
束
一
、
居
二
草
塾
一
、
不
し
似
二
例
儀
一
、
…
…
（
『
小
右
記
』
永
詐
元
年
三
月
二
三
日
条
）

は
く
た
く

こ
れ
は
、
春
日
行
幸
に
随
行
し
た
摂
政
の
宿
所
で
の
饗
饒
に
つ
い
て
の
記
述
で
、
「
鱒
妊
女
」
と
呼
ば
れ
る
身
分
の
低
い
女
性
た
ち
が

「
草
塾
」
に
座
っ
て
い
る
が
（
傍
線
部
Ｊ
）
、
こ
れ
は
通
例
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
着
座
例
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

六
結
び
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平安中期の座具の役割

以
上
、
「
椅
子
」
「
床
子
」
「
兀
子
」
「
草
塾
」
の
順
に
、
使
用
者
に
注
目
し
、
『
延
喜
式
』
の
規
定
を
確
か
め
た
上
で
、
平
安
中
期
の
古

記
録
、
特
に
『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
用
例
を
詳
し
く
見
て
き
た
。

ま
ず
、
「
椅
子
」
に
つ
い
て
は
、
平
安
中
期
の
古
記
録
が
『
延
喜
式
』
と
相
違
す
る
点
は
、
后
が
着
座
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

中
納
言
に
至
っ
て
い
な
い
人
物
が
着
座
し
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
勅
答
使
」
を
務
め
て
い
る
例
で
、
天
皇
の
名
代
と

し
て
着
座
し
て
い
る
こ
と
を
『
御
堂
関
白
記
』
を
含
め
た
古
記
録
の
例
か
ら
確
認
し
た
。

次
に
、
「
床
子
」
に
つ
い
て
は
、
細
か
く
種
類
が
分
か
れ
、
『
延
喜
式
』
で
は
、
男
性
は
身
分
の
順
に
、
「
床
子
」
「
小
床
子
」
「
中
床
子
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
平
安
中
期
の
古
記
録
に
は
「
中
床
子
」
の
例
は
な
く
（
「
小
床
子
」
一
例
は
着
座
者
の
判
別
が
で
き
な
い
）
、
「
大

床
子
」
「
独
床
子
」
「
長
床
子
」
が
新
た
に
加
わ
り
、
「
大
床
子
」
「
独
床
子
」
「
長
床
子
」
「
床
子
」
の
順
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

女
性
の
場
合
は
、
『
延
喜
式
』
で
は
、
尚
侍
・
女
御
が
「
雲
床
子
」
に
着
す
る
と
あ
る
が
、
平
安
中
期
の
古
記
録
で
は
、
后
の
た
め
に
「
大

床
子
」
が
設
置
さ
れ
る
例
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
「
兀
子
」
は
『
延
喜
式
』
で
僧
の
着
座
例
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
平
安
中
期
の
古
記
録
で
は
、
春
宮
・
親
王
の
例
も
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
臣
下
で
は
、
大
臣
以
下
参
議
ま
で
の
着
座
例
が
ほ
と
ん
ど
で
、
『
御
堂
関
白
記
』
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
権
記
」

に
は
、
公
卿
で
は
な
い
権
中
弁
・
中
将
の
着
座
例
が
見
ら
れ
、
『
小
右
記
』
に
も
参
議
に
至
っ
て
い
な
い
外
記
が
「
兀
子
」
に
着
座
し
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
例
が
あ
っ
た
。
座
具
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
「
椅
子
」
「
大
床
子
」
よ
り
は
格
が
下
で
、
「
長
床
子
」
「
床
子
」
よ
り

最
後
に
、
「
草
塾
」
に
つ
い
て
は
、
『
延
喜
式
』
で
は
男
性
（
天
皇
～
中
納
言
）
、
女
性
（
中
宮
～
四
位
・
五
位
）
の
着
座
例
が
見
ら
れ

る
が
、
平
安
中
期
の
古
記
録
で
は
、
男
性
で
は
親
王
、
大
臣
以
下
参
議
ま
で
の
公
卿
、
女
性
で
は
か
な
り
身
分
の
低
い
女
性
の
使
用
例
が

見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
座
具
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
「
大
床
子
」
よ
り
は
低
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

は
格
が
上
で
あ
っ
た
。
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は
あ
る
が
、
座
具
』

↓
く
必
要
が
あ
る
。

、 る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
座
具
す
べ
て
に
お
い
て
、
「
延
喜
式
』
と
平
安
中
期
の
古
記
録
で
は
相
違
点
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、

以
上
の
古
記
録
に
お
け
る
座
具
の
格
付
け
を
ま
と
め
た
の
が
本
稿
の
末
尾
に
付
し
た
表
だ
が
、
高
い
順
に
、
「
椅
子
」
「
大
床
子
」
、
「
独
床

子
」
「
兀
子
」
「
草
塾
」
（
以
上
の
三
つ
の
座
具
の
格
付
け
は
判
断
し
が
た
い
た
め
、
仮
の
順
）
、
「
長
床
子
」
「
床
子
」
と
格
付
け
さ
れ
て
い

こ
の
よ
う
に
、
『
御
堂
関
白
記
』
な
ど
平
安
中
期
の
古
記
録
に
座
具
と
そ
の
着
座
者
が
細
か
く
書
き
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
平
安
中
期

の
貴
族
が
こ
れ
ら
の
座
具
を
使
い
分
け
、
着
座
者
の
身
分
・
権
威
を
明
確
に
示
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
微
細
な
描
写
で

は
あ
る
が
、
座
具
に
関
す
る
記
述
は
当
時
の
価
値
観
を
示
す
表
現
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
文
学
作
品
を
読
解
す
る
際
に
も
注
意
を
払
っ
て
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平安中期の座具の役割

〈
平
安
中
期
の
古
記
録
に
お
け
る
座
具
の
使
用
者
〉

●
Ⅱ
用
例
が
確
認
さ
れ
た
も
の
▲
Ⅱ
可
能
性
に
と
ど
ま
る
も
の

－91－

そ
の
他

僧 史
（
・
官
掌
）

外
記

四
位
・
五
位

少
将

権
中
弁
・
中
将

参
議

中
納
言

大
納
言

大
臣

親
王

春
宮

后 天
皇
（
勅
答
使
）

● ● ● ● ● ● ● 椅
子

● ●
大
床
子

● ● ●
独
床
子

● ▲ ● ● ● ● ● ● ● 兀
子

● ● ● ● ● ● 草
塾

● ●
長
床
子

● ● ● ● 床
子



〔
本
文
の
引
用
〕

※
引
用
に
あ
た
っ
て
私
に
表
記
を
改
め
返
り
点
を
付
し
、
注
記
を
施
し
た
箇
所
が
あ
る
。
割
り
注
は
〈
〉
で
示
し
た
。

．
『
延
喜
式
』
…
新
訂
増
補
國
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）

（
４
）
「
実
資
は
属
目
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
御
堂
関
白
記
』
の
平
座
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈
』
長
和
五

年
正
月
注
畠
函
福
嶋
昭
治
）
に
従
う
。

（
５
）
『
江
家
次
第
』
一
「
元
旦
節
会
」
に
よ
る
と
、
「
嚢
床
子
」
の
み
三
脚
・
楕
円
形
で
あ
る
。

（
６
）
傍
線
部
ホ
に
つ
い
て
、
倉
本
一
宏
現
代
語
訳
『
藤
原
行
成
権
記
（
上
こ
（
二
○
二
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
）
で
は
、
官
掌
も

床
子
に
着
席
し
た
と
し
て
い
る
。

（
７
）
原
文
表
記
は
「
儀
論
間
」
だ
が
、
「
論
義
間
」
に
改
め
た
。

（
８
）
『
参
議
要
抄
』
は
平
安
時
代
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
有
職
故
実
書
・
著
者
未
詳
。

へへへ戸

321注
一…ーｰ

延
喜
五
年
（
九
○
五
）
編
纂
開
始
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
撰
進
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）
施
行
。

高
さ
の
あ
る
座
具
に
は
、
折
り
た
た
み
式
の
「
胡
床
」
も
あ
る
が
、
今
回
は
検
討
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。

一
○
一
二
年
一
二
月
に
改
元
し
て
長
和
と
な
る
の
で
、
正
確
に
は
寛
弘
九
年
の
こ
と
。
研
子
の
立
后
の
儀
式
に
つ
い
て
、
『
栄
花

物
語
』
巻
第
十
「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」
に
は
「
宮
の
御
前
白
き
御
装
ひ
に
て
、
大
床
子
に
御
髪
上
げ
て
お
は
し
ま
し
」
（
①
五
○

四
頁
）
と
あ
り
、
椅
子
の
有
無
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
威
子
の
立
后
に
つ
い
て
は
、
儀
式
に
つ
い
て
の
記
載
が

四
頁
）

な
い
。
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平安中期の座具の役割

．
『
貞
信
公
記
』
『
九
暦
』
『
御
堂
関
白
記
』
『
小
右
記
』
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
）

．
『
吏
部
王
記
（
増
補
こ
『
権
記
』
：
．
史
料
纂
集
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
。

※
た
だ
し
、
『
権
記
』
寛
弘
八
年
六
月
一
三
日
条
は
史
料
纂
集
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
増
補
史
料
大
成
『
権
記
二
・
帥
記
」
（
一

九
六
五
年
、
臨
川
書
店
）
よ
り
引
用
し
た
。

．
『
参
議
要
抄
』
：
・
群
書
類
従
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

。
『
栄
花
物
語
」
：
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

－93－


